
生徒の皆さんへ 

新型コロナウイルスに感染した生徒等への差別やいじめ防止について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

相談できる窓口の紹介 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

新潟県教育庁 生徒指導課・保健体育課・義務教育課・高等学校教育課 

今、日本は世界と協力しながら新型コロナウイルス感染症が広がらないよう、たくさんの

ことに取り組んでいます。 

 新潟県でも、「BA.5 対策強化宣言」は終了しましたが、引き続き、感染症を広げないため

の対策が求められています。皆さんも、自分ができることを考え、一人一人が、自分の健康

状態に気を付けて、感染症の予防を心がけましょう。 

 そのような中で、皆さんが気持ちよく生活を送っていくために次のことに気を付けましょ

う。 

〇不安なこと、心配なことがあった場合は、先生や家族等、頼りになる周りの大人に相談

しましょう。 

〇不安な気持ちを抱えている友だちがいたら、積極的に声を掛けましょう。 

●感染した人、感染症防止のために働いている人、その家族等を傷付けるような発言や行

動、ワクチン接種の有無やマスク着用の有無による差別やいじめは絶対にしないように

しましょう。 

●感染した人やその家族等にかかわるプライバシーを明らかにする行為やＳＮＳ等への書

き込みは絶対にしないようにしましょう。 

周りの友だちを優しい気持ちで見ることは、全ての 

いじめの防止につながります。いじめを見逃さない、 

許さない強い気持ちと一緒に、新型コロナウイルス感 

染症に負けないように自分でできる予防策を進んで行 

いましょう。 

 

悩んでいることや心配なこと、不安なことがあるときは、下の相談窓口にも相談できます。 

○いじめについての相談 

             ２４時間子供ＳＯＳダイヤル：0120-0-78310 

                 つながらないときは：025-285-1212 

〇新型コロナウイルスについての相談 

  ・新型コロナウイルスに関する一般的な相談 

                感染症コールセンター：025-282-1754 

  ・新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある 

                受診・相談センター ：025-256-8275 


